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本資料では，下記の内容について説明する。 

・設置許可基準規則第三十三条（保安電源設備）において外部電源回線

数の要求事項が「３回線以上」となったことの反映 

・設置許可基準規則第三十三条（保安電源設備）において外部電源の「独立性」が要求事項

として追加されたことの反映

・バイロンの事象から得られた一相開放故障に関する知見の反映

目 次 

１．保安規定変更比較表 抜粋 

２．保安規定第５７条の３（外部電源その３）〔２号炉〕独立性に関する記載について 

３．設計及び工事計画認可申請書 （常用電源設備 基本設計方針） 

４．一相開放故障の検知に関する記載について 
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１
．
保
安
規
定
変
更
比
較
表
 
抜
粋
（
１
／
４
）
 変
更
前
 

変
更
後
 

記
載
の
考
え
方
 

（
外
部
電
源
そ
の
１
）
 

第
５
７
条
 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
外
部
電
源

※
１
は
表
５
７
－

１
に
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
た
だ
し
，
送
電
線
事
故
等
に
お
け
る
瞬
時
停
電
時
を

除
く
。
 

２
．
外
部
電
源
が
，
前
項
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号

を
実
施
す
る
。
 

（
１
）
当
直
長
は
，
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
外
部
電
源
の
電
圧

が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
１
週
間
に
１
回
確
認
す
る
。
 

３
．
当
直
長
は
，
外
部
電
源
が
，
第
１
項
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た

場
合
は
，
表
５
７
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

※
１
：
外
部
電
源
と
は
，
電
力
系
統
ま
た
は
主
発
電
機
（
当
該
原
子
炉
の
主
発
電
機
を
除
く
。
）
か
ら
の

電
力
を
第
６
４
条
（
所
内
電
源
系
統
そ
の
１
）
お
よ
び
第
６
５
条
（
所
内
電
源
系
統
そ
の
２
）
で
要
求
さ
れ

る
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
に
供
給
す
る
設
備
を
い
う
。
以
下
，
第
５
８
条
（
外
部
電
源
そ
の
２
）
お

よ
び
第
５
９
条
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
そ
の
１
）
に
お
い
て
同
じ
。

表
５
７
－
１
 

項
 

 
目

 
運
転
上
の
制
限

 

外
部
電
源

 
２
系
列

※
２
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

※
２
：
外
部
電
源
の
系
列
数
は
，
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
に
対
し
て
電
力
供
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
発
電
所
外
か
ら
の
送
電
線
の
回
線
数
と
主
発
電
機
数
（
当
該
原
子
炉
の
主
発
電
機
を
除
く
。
）
の

合
計
数
と
し
，
各
々
の
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
に
つ
い
て
求
め
ら
れ
る
。
以
下
，
第
５
８
条
（
外

部
電
源
そ
の
２
）
お
よ
び
第
５
９
条
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
そ
の
１
）
に
お
い
て
同
じ
。

（
外
部
電
源
そ
の
３
）
 

〔
２
号
炉
〕
 

第
５
７
条
の
３

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
に
お
い

て
，
外
部
電
源

※
１
は
表
５
７
の
３
－
１
に
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
た
だ
し
，
送
電

線
事
故
等
に
お
け
る
瞬
時
停
電
時

※
２
を
除
く
。
 

２
．
外
部
電
源
が
，
前
項
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号

を
実
施
す
る
。
 

（
１
）
当
直
長
は
，
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
に
お

い
て
，
１
週
間
に
１
回
，
所
要
の
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
に
電
力
供
給
可
能
な
外
部
電
源
３

回
線

※
３
以
上
の
電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
お
よ
び
１
回
線
以
上
は
他
の
回
線
に
対
し
て
独
立

性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

変
圧
器
１
次
側
に
お
い
て
１
相
開
放
を
検
知
し
た
場
合
，
故
障
箇
所
の
隔
離
ま
た
は
非
常
用
交
流

高
圧
電
源
母
線
を
健
全
な
電
源
か
ら
受
電
で
き
る
よ
う
切
替
え
を
実
施
す
る
。
 

３
．
当
直
長
は
，
外
部
電
源
が
，
第
１
項
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た

場
合
は
，
表
５
７
の
３
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

表
５
７
の
３
－
１
 

項
 

 
目
 

運
転
上
の
制
限

 

外
部
電
源

 

（
１
）
３
回
線

※
３
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

（
２
）
（
１
）
の
外
部
電
源
の
う
ち
，
１
回
線
以
上
は
他
の
回
線
に
対
し
て
独
立

性
を
有
し
て
い
る
こ
と

※
４
 

※
１
：
外
部
電
源
と
は
，
電
力
系
統
か
ら
の
電
力
を
第
６
３
条
（
所
内
電
源
系
統
そ
の
１
）
お
よ
び
第

６
４
条
（
所
内
電
源
系
統
そ
の
２
）
で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
に
供
給
す
る

設
備
を
い
う
。
 

※
２
：
６
６
ｋ
Ｖ
送
電
線
（
鹿
島
支
線
）
に
つ
い
て
は
，
回
線
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
速
や
か

に
復
旧
で
き
る
こ
と
を
い
う
。

 

※
３
：
外
部
電
源
の
回
線
数
は
，
当
該
原
子
炉
に
対
す
る
個
々
の
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
に
対
し

て
電
力
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
発
電
所
外
か
ら
の
送
電
線
の
回
線
数
と
す
る
。
 

※
４
：
独
立
性
を
有
す
る
と
は
，
「
送
電
線
の
上
流
に
お
い
て
１
つ
の
変
電
所
ま
た
は
開
閉
所
の
み
に

連
系
し
な
い
こ
と
」
を
い
う
。

 

・
第
５
７
条
と
第
５
８
条
の
条
文
を
ひ
と

つ
に
し
，
全
原
子
炉
の
状
態
の
記
載
に

見
直
し

・
設
置
許
可
基
準
規
則
第
三
十
三
条
（
保

安
電
源
設
備
）
に
お
い
て
外
部
電
源
回

線
数
の
要
求
事
項
が
「
３
回
線
以
上
」

と
な
っ
た
こ
と
の
反
映

・
設
置
許
可
基
準
規
則
第
三
十
三
条
（
保

安
電
源
設
備
）
に
お
い
て
外
部
電
源
の

「
独
立
性
」
が
要
求
事
項
と
し
て
追
加

さ
れ
た
こ
と
の
反
映

・
一
相
開
放
を
検
知
し
た
場
合
の
対
応
を

反
映

・
設
置
許
可
基
準
規
則
第
三
十
三
条
（
保

安
電
源
設
備
）
に
お
い
て
外
部
電
源
回

線
数
の
要
求
事
項
が
「
３
回
線
以
上
」

と
な
っ
た
こ
と
の
反
映

・
設
置
許
可
基
準
規
則
第
三
十
三
条
（
保

安
電
源
設
備
）
に
お
い
て
外
部
電
源
の

「
独
立
性
」
が
要
求
事
項
と
し
て
追
加

さ
れ
た
こ
と
の
反
映
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１
．
保
安
規
定
変
更
比
較
表
 
抜
粋
（
２
／
４
）
 変
更
前
 

変
更
後
 

記
載
の
考
え
方
 

表
５
７
―
２
 

１
．
２
号
炉
 条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
動

作
可

能
で

あ
る

外
部

電
源

が

１
系
列
の
み
の
場
合

A
1
.
外

部
電

源
を

２
系

列
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。
 

１
０
日
間
 

B
.
動

作
可

能
で

あ
る

外
部

電
源

が

１
系
列
の
み
の
場
合
（
高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
母
線
を
除
く
）

お
よ
び

 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
が

１
台
動
作
不
能
の
場
合
（
高
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
除
く
。
）

 

B
1
.
外

部
電

源
を

２
系

列
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。
 

ま
た
は

 

B
2
.
当
該
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。

 

１
２
時
間
 

１
２
時
間
 

C
.
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

母
線

に

対
し
動
作
可
能
で
あ
る
外
部
電
源

が
１
系
列
以
下
の
場
合

お
よ
び

 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
が
動
作
不
能
の
場
合

 

C
1
.
1
.
外
部
電
源
を
２
系
列
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
。
 

 
 
ま
た
は

 

C
1
.
2
.
当
該
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。

 

お
よ
び

 

C
2
.自

動
減
圧
系
（
原
子
炉
圧
力
が

0
.7
8
MP
a
[g
a
ge
]
以
上

の
場
合
）
の
窒
素
ガ
ス
供
給
圧
力
が
表
３
９
－
２
に

定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び

 

C
3
.
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

（
原

子
炉

圧
力

が
0
.
98
M
Pa
 

[
g
a
ge
]
以
上
の
場
合
）
に
つ
い
て
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
０
日
間
 

１
０
日
間
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

D
.

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
母
線
に

対
し
動
作
可
能
で
あ
る
外
部
電
源

が
１
系
列
も
な
い
場
合

D
1
.
外

部
電

源
を

２
系

列
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。
 

お
よ
び

 

D
2
.自

動
減
圧
系
（
原
子
炉
圧
力
が

0
.7
8
MP
a
[g
a
ge
]
以
上

の
場
合
）
の
窒
素
ガ
ス
供
給
圧
力
が
表
３
９
－
２
に

定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び

 

D
3
.
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

（
原

子
炉

圧
力

が
0
.
98
M
Pa
 

[
g
a
ge
]
以
上
の
場
合
）
に
つ
い
て
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
０
日
間
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

E
.
動

作
可

能
で

あ
る

外
部

電
源

が

１
系
列
も
な
い
場
合
（
高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
母
線
を
除
く
。
）

ま
た
は

 

条
件

A
,
 B
，

C
ま
た
は

D
で
要
求

さ
れ

る
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成
で
き
な
い
場
合

 

E
1
.高

温
停
止
に
す
る
。

 

お
よ
び

 

E
2
.冷

温
停
止
に
す
る
。

 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

表
５
７
の
３
―
２
 

条
 
件

 
要
求
さ
れ
る
措
置

 
完
了
時
間

 

A
.
す

べ
て

の
外

部
電

源
が

他
の

回

線
に

対
し

独
立

性
を

有
し

て
い

な
い
場
合

 

A
1
.動

作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い
て
，
電
圧

※
５
※
６
が
確

立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
2
.
動
作
可
能
な
外
部
電
源
の
少
な
く
と
も
１
回
線
以
上

を
他

の
回

線
に

対
し

て
独

立
性

を
有

し
て

い
る

状
態

に
復
旧
す
る
。

 

速
や
か
に

 

そ
の
後
，

 

毎
日
１
回
 

３
０
日
間

 

B
.
動

作
可

能
な

外
部

電
源

が
２

回

線
で
あ
る
場
合

 

B
1
.動

作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い
て
，
電
圧

※
５
※
６
が
確

立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び

 

B
2
.
外

部
電

源
を

３
回

線
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。
 

速
や
か
に

 

そ
の
後
，

 

毎
日
１
回
 

３
０
日
間

 

C
.
動

作
可

能
な

外
部

電
源

が
２

回

線
で
あ
る
場
合

 

お
よ
び

 

す
べ

て
の

外
部

電
源

が
他

の
回

線
に

対
し

て
独

立
性

を
有

し
て

い
な
い
場
合

 

C
1
.動

作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い
て
，
電
圧

※
５
※
６
が
確

立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び

 

C
2
.
動
作
可
能
な
外
部
電
源
の
少
な
く
と
も
１
回
線
以
上

を
他

の
回

線
に

対
し

独
立

性
を

有
し

て
い

る
状

態
に

復
旧
す
る
。

 

速
や
か
に

 

そ
の
後
，

 

毎
日
１
回
 

２
０
日
間

 

D
.
動

作
可

能
な

外
部

電
源

が
１

回

線
で
あ
る
場
合

 

D
1
.動

作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い
て
，
電
圧

※
５
※
６
が
確

立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び

 

D
2
.
外
部
電
源
を
少
な
く
と
も
２
回
線
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。

 

速
や
か
に

 

そ
の
後
，

 

毎
日
１
回
 

１
０
日
間

 

E
.
動

作
可

能
で

あ
る

外
部

電
源

が

１
回
線
の
み
の
場
合
（
高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
母
線
を
除
く
。
）

お
よ
び

 

第
５

８
条

お
よ

び
第

５
９

条
で

要
求

さ
れ

る
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
除

く
。
）
の
台
数
を
満
足
し
て
い
な

い
場
合

 

E
1
.
外
部
電
源
を
少
な
く
と
も
２
回
線
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。

 

ま
た
は

 

E
2
.
当
該
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。

 

１
２
時
間

 

１
２
時
間

 

・
第
５
７
条
と
第
５
８
条
の
条
文
を
ひ
と

つ
に
し
，
全
原
子
炉
の
状
態
の
記
載
に

見
直
し

・
設
置
許
可
基
準
規
則
第
三
十
三
条
（
保

安
電
源
設
備
）
に
お
い
て
外
部
電
源
回

線
数
の
要
求
事
項
が
「
３
回
線
以
上
」

と
な
っ
た
こ
と
の
反
映

・
設
置
許
可
基
準
規
則
第
三
十
三
条
（
保

安
電
源
設
備
）
に
お
い
て
外
部
電
源
の

「
独
立
性
」
が
要
求
事
項
と
し
て
追
加

さ
れ
た
こ
と
の
反
映

4



１
．
保
安
規
定
変
更
比
較
表
 
抜
粋
（
３
／
４
）
 変
更
前
 

変
更
後
 

記
載
の
考
え
方
 

条
 
件

 
要
求
さ
れ
る
措
置

 
完
了
時
間

 

F
.
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
母
線
に

対
し
動
作
可
能
で
あ
る
外
部
電

源
が
１
回
線
以
下
の
場
合

 

お
よ
び

 

第
５

８
条

お
よ

び
第

５
９

条
で

要
求

さ
れ

る
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
動

作
不
能
の
場
合

 

F
1
.
1.
外
部
電
源
を
少
な
く
と
も
２
回
線
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。

 

ま
た
は
 

F
1
.
2.
当
該
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。

 

お
よ
び

 

F
2
.自

動
減
圧
系
（
原
子
炉
圧
力
が

0
.
78
M
Pa
[
ga
g
e]
以

上
の
場
合
）
の
窒
素
ガ
ス
供
給
圧
力
が
表
３
９
－
２

に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び

 

F
3
.原

子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
原
子
炉
圧
力
が

0.
9
8M
P
a 

[
g
a
ge
]以

上
の
場
合
）
に
つ
い
て
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
０
日
間

 

１
０
日
間

 

速
や
か
に

 

速
や
か
に

 

G
.
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
母
線
に

対
し
動
作
可
能
で
あ
る
外
部
電

源
が
１
回
線
も
な
い
場
合

 

G
1
.外

部
電
源
を
少
な
く
と
も
２
回
線
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。

 

お
よ
び

 

G
2
.
 自

動
減
圧
系
（
原
子
炉
圧
力
が

0
.
78
M
Pa
[
ga
g
e]

以
上
の
場
合
）
の
窒
素
ガ
ス
供
給
圧
力
が
表
３
９
－

２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び

 

G
3
.原

子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
原
子
炉
圧
力
が

0
.
9
8M
P
a[
g
ag
e
]
以
上
の
場
合
）
に
つ
い
て
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
０
日
間

 

速
や
か
に

 

速
や
か
に

 

H
.
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
お

よ
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
す
べ

て
の

外
部

電
源

が
動

作
不

能
で

あ
る
場
合
（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
母
線
を
除
く
。
）

 

ま
た
は

 

原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
お

よ
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
条
件

A
,
B
,C
,
D,
E
,
F
ま
た
は

G
の
措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

H
1
.
外
部
電
源
を
少
な
く
と
も
１
回
線
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。

 

お
よ
び

 

H
2
.高

温
停
止
に
す
る
。

 

お
よ
び

 

H
3
.冷

温
停
止
に
す
る
。

 

２
４
時
間

 

２
４
時
間

 

３
６
時
間

 

・
第
５
７
条
と
第
５
８
条
の
条
文
を
ひ
と

つ
に
し
，
全
原
子
炉
の
状
態
の
記
載
に

見
直
し

・
設
置
許
可
基
準
規
則
第
三
十
三
条
（
保

安
電
源
設
備
）
に
お
い
て
外
部
電
源
回

線
数
の
要
求
事
項
が
「
３
回
線
以
上
」

と
な
っ
た
こ
と
の
反
映

・
設
置
許
可
基
準
規
則
第
三
十
三
条
（
保

安
電
源
設
備
）
に
お
い
て
外
部
電
源
の

「
独
立
性
」
が
要
求
事
項
と
し
て
追
加

さ
れ
た
こ
と
の
反
映
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１
．
保
安
規
定
変
更
比
較
表
 
抜
粋
（
４
／
４
）
 変
更
前
 

変
更
後
 

記
載
の
考
え
方
 

（
外
部
電
源
そ
の
２
）
 

第
５
８
条
 
原
子
炉
の
状
態
が
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
，
外
部
電
源
は
，
表
５
８
－

１
に
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
た
だ
し
，
送
電
線
事
故
等
に
よ
る
瞬
時
停
電
時
を
除

く
。
 

２
．
外
部
電
源
が
，
前
項
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号

を
実
施
す
る
。
 

（
１
）
当
直
長
は
，
原
子
炉
の
状
態
が
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
，
外
部
電
源
の
電
圧
が

確
立
し
て
い
る
こ
と
を
１
週
間
に
１
回
確
認
す
る
。
 

３
．
当
直
長
は
，
外
部
電
源
が
，
第
１
項
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た

場
合
は
，
表
５
８
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

表
５
８
－
１
 

項
 

 
目

 
運
転
上
の
制
限

 

外
部
電
源

 
１
系
列
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

 

表
５
８
－
２
 条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
外

部
電

源
が

運
転

上
の

制
限

を
満
足
し

て
い
な
い
と
判
断

し

た
場
合

A
1
.
外

部
電

源
を

１
系

列
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る

措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
2
.炉

心
変
更
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
3
.
原

子
炉

棟
内

で
の

照
射

さ
れ

た
燃

料
に

係
る

作
業

を

中
止
す
る
。

 

お
よ
び

 

A
4
.
有

効
燃

料
頂

部
以

下
の

高
さ

で
原

子
炉

圧
力

容
器

に

接
続
し
て
い
る
配
管
に
つ
い
て
，
原
子
炉
冷
却
材
圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
を

構
成

す
る

隔
離

弁
の

開
操

作
を

禁
止

す
る
。

 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

条
 
件

 
要
求
さ
れ
る
措
置

 
完
了
時
間

 

I
.
原

子
炉

の
状

態
が

冷
温

停
止

お

よ
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
，
す
べ

て
の

外
部

電
源

が
動

作
不

能
で

あ
る
場
合
（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
母
線
を
除
く
。
）

 

ま
た
は

 

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
，
条
件

A
,
B
,C
,
D,
E
,
F
ま
た
は

G
の
措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

I
1
.
外
部
電
源
を
少
な
く
と
も
１
回
線
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び

 

I
2
.炉

心
変
更
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び

 

I
3
.
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
を
中

止
す
る
。

 

お
よ
び

 

I
4
.
有
効
燃
料
頂
部
以
下
の
高
さ
で
原
子
炉
圧
力
容
器
に

接
続

し
て

い
る

配
管

に
つ

い
て

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
を

構
成

す
る

隔
離

弁
の

開
操

作
を

禁
止

す
る
。

 

２
４
時
間

 

速
や
か
に

 

速
や
か
に

 

速
や
か
に

 

※
５
：
起
動
変
圧
器
が
通
常
負
荷
へ
電
源
供
給
し
て
い
な
い
場
合
は
，
２
２
０
ｋ
Ｖ
送
電
線
（
第
二
島

根
原
子
力
幹
線
）
の
電
圧
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

※
６
：
予
備
変
圧
器
が
通
常
負
荷
へ
電
源
供
給
し
て
い
な
い
場
合
は
，
６
６
ｋ
Ｖ
送
電
線
（
鹿
島
支
線
）

の
電
圧
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

 

・
第
５
７
条
と
第
５
８
条
の
条
文
を
ひ
と

つ
に
し
，
全
原
子
炉
の
状
態
の
記
載
に

見
直
し

・
設
置
許
可
基
準
規
則
第
三
十
三
条
（
保

安
電
源
設
備
）
に
お
い
て
外
部
電
源
回

線
数
の
要
求
事
項
が
「
３
回
線
以
上
」

と
な
っ
た
こ
と
の
反
映

・
設
置
許
可
基
準
規
則
第
三
十
三
条
（
保

安
電
源
設
備
）
に
お
い
て
外
部
電
源
の

「
独
立
性
」
が
要
求
事
項
と
し
て
追
加

さ
れ
た
こ
と
の
反
映
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２．保安規定第５７条の３（外部電源その３）[２号炉]独立性に関する記載について 

 

新規制基準適用のうち，保安規定第５７条の３（外部電源その３）の外部電源（２号炉）に

関する運転上の制限として「外部電源３回線のうち１回線以上は他の回線に対して独立性を有

していること※４」が新たな要求事項となった。 

 

 

 

島根原子力発電所では，第二島根原子力幹線は北松江変電所に接続するため，津田変電所に

接続する 66kV鹿島線・鹿島支線により独立性を有する設計としている。 

なお，島根原子力発電所と連系される送電線および変電所については，全て「中国電力ネッ

トワーク株式会社」所有設備である。 

 

以 上 

 

 

外部電源系統概略図（送電系統図） 

 

 

（保安規定条文案） 

※４：独立性を有するとは，「送電線の上流において１つの変電所または開閉

所のみに連系しないこと」をいう。 
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３
．
設
計
及
び
工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

常
用
電
源
設
備
 
基
本
設
計
方
針
 変
更
前
 

変
更
後
 

な
し
 

1.
1.
2 

1
相
の
電
路
の
開
放
に
対
す
る
検
知
及
び
電
力
の
安
定
性
回
復
 

変
圧
器
一
次
側
に
お
い
て
3
相
の
う
ち
の

1
相
の
電
路
の
開
放
が
生
じ
た
場
合
に
検

知
で
き
る
よ
う
，
変
圧
器
一
次
側
の
電
路
は
，
電
路
を
筐
体
に
内
包
す
る
変
圧
器
や

ガ
ス
絶
縁
開
閉
装
置
等
に
よ
り
構
成
し
，
3
相
の
う
ち
の
1相

の
電
路
の
開
放
が
生
じ

た
場
合
に
保
護
継
電
器
に
て
自
動
で
，
故
障
箇
所
の
隔
離
及
び
非
常
用
母
線
の
受
電

切
替
が
で
き
る
設
計
と
し
，
電
力
の
供
給
の
安
定
性
を
回
復
で
き
る
設
計
と
す
る
。
 

送
電
線
に
お
い
て

3
相
の
う
ち
の

1
相
の
電
路
の
開
放
が
生
じ
た
場
合
，
2
20
k
V

送
電
線
は

1
回
線
で
の
電
路
の
開
放
時
に
，
安
全
施
設
へ
の
電
力
の
供
給
が
不
安
定

に
な
ら
な
い
よ
う
，
多
重
化
し
た
設
計
と
す
る
。
ま
た
，
電
力
送
電
時
，
保
護
装
置

に
よ
る

3
相
の
電
流
不
平
衡
監
視
に
て
常
時
自
動
検
知
で
き
る
設
計
と
す
る
。
さ
ら

に
保
安
規
定
に
定
め
て
い
る
巡
視
点
検
を
加
え
る
こ
と
で
，
保
護
装
置
に
よ
る
検
知

が
期
待
で
き
な
い
場
合
の

1
相
開
放
故
障
の
発
見
や
，
そ
の
兆
候
を
早
期
に
検
知
で

き
る
設
計
と
す
る
。
 

66
kV

送
電
線
は
，
各
相
の
不
足
電
圧
継
電
器
に
て
常
時
自
動
検
知
で
き
る
設
計
と

す
る
。
さ
ら
に
保
安
規
定
に
定
め
て
い
る
巡
視
点
検
を
加
え
る
こ
と
で
，
保
護
継
電

器
に
よ
る
検
知
が
期
待
で
き
な
い
場
合
の

1
相
開
放
故
障
や
，
そ
の
兆
候
を
早
期
に

検
知
で
き
る
設
計
と
す
る
。
 

22
0k
V
送
電
線
及
び

6
6
kV

送
電
線
に
お
い
て

1
相
の
電
路
の
開
放
を
検
知
し
た
場

合
は
，
自
動
又
は
手
動
操
作
で
，
故
障
箇
所
の
隔
離
及
び
非
常
用
母
線
の
受
電
切
替

が
で
き
る
設
計
と
し
，
電
力
の
供
給
の
安
定
性
を
回
復
で
き
る
設
計
と
す
る
。
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４．一相開放故障の検知に関する記載について 

一相開放故障については，一部を除き，既設置の保護継電器等の検知デバイスにより検知可

能と判断している。残りの一部については，人的な検知（巡視点検等）を加えることで，保護

継電器等による検知が期待できない箇所の１相開放故障の発見や，その兆候を早期に発見でき

る可能性を高めることとしている。 

そこで，人的な検知並びに対応には，バイロンの事象から得られた一相開放故障に関する知

見が有用であることから，これらをマニュアル等に反映し，運転員の事象に対する認識を高め

ることとしている。 

（別紙１ 「設置(変更)許可３３条 まとめ資料」抜粋 参照。） 

一相開放故障事象に関する教育については，「２号機 事故時操作要領書（訓練用手順）」

にて定める。（別紙２ 参照） 
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別紙１ 

(b) 非常用高圧母線への電力供給について

島根原子力発電所２号炉は，220kV 送電線（第二島根原子力幹線）２回線及び 66kV送電線

（鹿島線を分岐した鹿島支線）１回線で電力系統に連系している。 

非常用高圧母線は，以下の方法にて受電可能である。 

① 通常時，主発電機で発電した電気を２台の所内変圧器より受電する。

② ２号 220kV開閉所内にある 220kVガス絶縁開閉装置（以下，GISという）を介し，１台

の起動変圧器より受電する。

③ 220kV送電線，220kVGIS若しくは起動変圧器が使用できない場合，66kVガス絶縁複合

開閉装置（以下，GCSという）を介し，１台の予備変圧器から受電する。

④ 非常用ディーゼル発電機等から受電する。

非常用高圧母線への電力供給を第 2.2.1-5図に示す。 
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別紙１ 

外部電源に直接接続している受電用変圧器は，起動変圧器及び予備変圧器であるが，通常

発電運転時に非常用母線に電源供給を行っていないことから，変圧器一次側において１相

開放故障が発生しても１相開放故障による非常用高圧母線への影響はなく，直ちに原子炉

安全を脅かすものではない。発電停止中の外部電源受電時，起動過程又は停止中に当該変圧

器を使用している場合には，変圧器一次側で１相開放故障が発生したことを速やかに検知

し，故障箇所を隔離することが重要となる。 
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(c) １相開放故障の検知性について

i 変圧器一次側に１相開放故障が発生した場合電圧が低下しない事象の概要

米国バイロン２号炉の事象のように変圧器一次側において 1 相開放故障が発生した場

合に，所内電源系の３相の各相には，低電圧を検知する交流不足電圧継電器（27）が設置

されていることから，交流不足電圧継電器（27）の検知電圧がある程度（約 30％以上）

低下すれば，当該の保護継電器が動作し警報が発報することにより１相開放故障を含め

た電源系の異常を検知することが可能である。 

一方，変圧器負荷が非常に少ない場合は，所内電源系側の交流不足電圧継電器（27）の

検知電圧が動作範囲まで低下せず，１相開放故障が検知できない可能性がある（３相交

流では，変圧器一次側における１相のみが開放故障となっても変圧器鉄心に磁束の励磁

が持続され，変圧器二次側（所内電源系側）において３相ともほぼ正常に電圧が維持され

てしまう場合がある）。（第 2.2.1-6図参照） 

したがって，変圧器一次側に１相開放故障が発生した場合の検知の可否については，

交流不足電圧継電器（27）が動作することにより検知できる場合もあるものの，発生時の

負荷の状態などによっては検知できない可能性がある。 

【１相開放故障前】 

【１相開放故障後】 

第 2.2.1-6図 変圧器一次側における１相開放故障による電圧維持（イメージ） 
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  ii 変圧器一次側に１相開放故障が発生した場合の対応について 

起動変圧器の一次側の接続部位については，米国バイロン２号炉のように気中に露出

した架線接続ではなく，接地された筐体内等に配線された構造である。 

一方，予備変圧器の一次側の接続部位については，米国バイロン２号炉のような気中

に露出した架線接続部と，接地された筐体内等に配線された構造箇所を有している。（第

2.2.1-7図，第 2.2.1-8図参照） 

筐体内等の導体においては，断線による１相開放故障が発生したとしても，接地され

た筐体等を通じ完全地絡となることで，電流差動継電器（87），地絡過電圧継電器（64）

及び逆電力継電器（67）による検知が可能である。 

電流差動継電器（87）等が動作することにより，１相開放故障が発生した部位を隔離す

るとともに，健全な変圧器側への受電切替えを実施すること又は非常用ディーゼル発電

機等が自動起動し非常用高圧母線に給電される。したがって，変圧器一次側の３相のう

ち１相開放故障が発生した状態が検知されることなく，非常用母線への給電が維持され

ることはない。（別添 3） 

気中に露出した架線接続部を有しているのは，220kV 送電線の引込部及び 66kV 送電線

の引込部から 66kV 開閉所機器が該当する。（第 2.2.1-7 図，第 2.2.1-8 図参照）当該部

位については，毎日実施する「巡視点検」にて電路の健全性を確認することにより，１相

開放故障を目視にて検知することが可能である。 

目視にて検知したのちは，健全な変圧器側への受電切替を実施すること，及び給電中

の変圧器を手動にて切り離すことにより，非常用ディーゼル発電機等が自動起動し非常

用高圧母線に給電される。したがって，変圧器一次側の３相のうち１相開放故障が発生

した状態が検知されることなく，非常用母線への給電が維持されることはない。 
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なお，島根原子力発電所２号炉では毎日実施する巡視点検時に確認すべき項目として，

巡視点検要領書にて第 2.2.1-1 表のとおり定めており，１相開放故障の発見が可能であ

る。 

第 2.2.1-1表 巡視確認項目 

設備及び 

機器 
巡視確認項目 

点検 

頻度 
備考 

設備機器 

全般 

1.外観上から判断できる範囲での損傷，漏洩，異常

な振動等，不具合の有無

（電源施設については１相開放故障の観点から碍子

及びブッシングの損傷，架線の断線等が無いこと

を外観上から判断できる範囲で確認する） 

2.異音，異臭の有無

3.火災発生の有無

１回/日 

14



別紙２ 

15




